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はじめに 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、各教育委員会は、

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し議会に提出するとともに、公表しなければならないこと

とされています。また、この点検・評価にあたっては、客観性を確保するため、教育

に関して学識経験を有する方の知見の活用を図ることとされています。 

そこで、日光市教育委員会では、法の趣旨にのっとり、効果的な教育行政を推進す

るとともに、市民の皆様への説明責任を果たすため、外部の有識者に評価を依頼し、

令和４年度の事務事業を対象とした点検・評価に関して御意見をいただき報告書を作

成いたしましたので公表いたします。 

 なお、いただいた御意見等を踏まえ、より良い教育行政の推進に努めてまいります

ので、市民の皆様の御理解と御支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

                             令和５年１２月 
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１ 教育委員会の事務分掌と組織図（令和５年度） 

(1) 教育長 

職     名 氏     名 現   任   期 

教 育 長 齋 藤 孝 雄 令和３年５月 13 日～令和６年５月 12 日 

 

(2) 教育委員 

職     名 氏     名 現   任   期 

教育長職務代理 手 塚 美智雄 令和５年５月 13 日～令和９年５月 12 日 

委    員 池 田 由美子 令和２年５月 13 日～令和６年５月 12 日 

委    員 藤 本 亮 純 令和２年５月 13 日～令和６年５月 12 日 

委    員 速 水 茂 希 令和３年５月 13 日～令和７年５月 12 日 

委    員 岸 野 紗生里 令和４年５月 13 日～令和８年５月 12 日 

 

(3) 教育委員会事務局事務分掌 

⚫ 学校教育課 

教育総務係 

(１) 教育委員会の総合的な企画及び調整に関すること。 

(２) 教育委員会の会議に関すること。 

(３) 教育委員会の秘書に関すること。 

(４) 文書、物品等の収受、発送及び保管に関すること。 

(５) 公印の保管に関すること。 

(６) 教育委員会の公告式に関すること。 

(７) 教育委員会の規則、規程等の制定及び改廃並びに例規の整理保管に関すること。 

(８) 事務局及び教育機関の職員の任免、給与、研修、保健、福利厚生その他人事に関すること。 

(９) 奨学金に関すること。 

(１０) 事務局内及び他の教育機関との連絡調整並びに協議に関すること。 

(１１) 学校の設置及び廃止に関すること。 

(１２) 通学区の設定及び変更に関すること。 

(１３) 小中学校の再編に関すること。 

(１４)  教職員住宅に関すること。 

(１５)  教育行政に関する相談に関すること。 

(１６)  教育委員会の儀式に関すること。 

(１７) 教育委員会主催の学校行事等に関すること。 

(１８) 課内の庶務に関すること。 
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(１９) 他の課及び係に属さない事務に関すること。 

施設管理係 

(１) 学校施設の整備等に関すること。 

(２) 教育委員会所管の建築及び一般土木建設工事等の設計、施工等に関すること。 

(３) 学校施設の維持管理に関すること。 

(４) 児童生徒の安全管理に関すること。 

学校教育係 

(１) 児童生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。 

(２) 児童生徒の就学援助及び支援に関すること。 

(３) 学校予算の配分及び執行管理に関すること。 

(４) 教具及び教材の整備に関すること。 

(５) 教科用図書の給与事務に関すること。 

(６) ＩＣＴ教育環境の整備に関すること。 

(７) 児童生徒の健康管理に関すること。 

(８) スクールバスの運行及び管理に関すること。 

教育指導係 

(１) 学校教育の指導助言に関すること。 

(２) 県費負担教職員（以下「教職員」という。）の県への内申及び服務並びに諸手当認定に関す 

ること。 

(３) 教職員（臨時指導助手を含む。）の研修に関すること。 

(４) 児童生徒指導に関すること。 

(５) 教科用図書の採択に関すること。 

(６) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。 

(７) その他学校教育の指導及び振興に関すること。 

(８) 外国語指導助手に関すること。 

(９) 教育相談に関すること。 

(１０) ＩＣＴ教育に関すること。 

(１１) 特別支援教育に関すること。 

(１２) 児童生徒の保健及び安全に関すること。 

(１３) 教育支援センターに関すること。 

(１４) 教職員の叙位、叙勲、表彰等に関すること。 

(１５) 学校職員の厚生及び福利に関すること。 

学校給食係 

（１） 学校給食に関すること。 

（２） 学校給食センター及び学校給食共同調理場に関すること。 

 

⚫ 生涯学習課 

生涯学習係 

(１) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。 

(２) 人権教育に関すること。 

(３) 家庭教育に関すること。 
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(４) 社会教育委員に関すること。 

(５) まちづくり人材育成に関すること。 

(６) 社会教育地域改善対策集会所指導事業に関すること。 

(７) 青少年教育に関すること。 

(８) 社会教育関係及び青少年関係団体に関すること。 

(９) 少年指導センターに関すること。 

(１０) 国際理解及び異文化理解に関すること。 

(１１） 課内の庶務に関すること。 

(１２) 他の係に属さない事務に関すること。 

文化振興係 

(１) 文化振興に関すること。 

(２) 文化芸術に関すること。 

(３) 文化団体に関すること。 

(４) 民俗芸能に関すること。 

(５) 杉並木公園ギャラリーに関すること。 

(６) 小杉放菴記念日光美術館に関すること。 

(７) ふくろうの森手塚登久夫石彫館に関すること。 

(８) 図書館に関すること。 

(９) 読書活動の推進に関すること。 

文化会館整備室 

(１) 文化会館の整備に関すること。 

 

⚫ 文化財課 

文化財係 

(１) 文化財（世界遺産に関するものを除く。）の保護に関すること。 

(２) 文化財（世界遺産に関するものを除く。）の活用に関すること。 

(３) 日光杉並木街道に関すること。 

(４) 埋蔵文化財に関すること。 

(５) 日光市文化財保護審議会に関すること。 

(６) 課内の庶務に関すること。 

(７) 他の係に属さない事務に関すること。 

世界遺産推進係 

(１) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）に基づく管理団体に関すること。 

(２) 世界遺産の保護に関すること。 

(３) 世界遺産の活用に関すること。 

(４) 世界遺産登録の推進に関すること。 

(５) 日本産業遺産に関すること。 

(６) その他世界遺産に関すること。  
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⚫ スポーツ振興課 

振興係 

(１) スポーツ振興の総合的な企画に関すること。 

(２) 生涯スポーツの振興に関すること。 

(３) 総合型地域スポーツクラブの普及に関すること。 

(４) 生涯スポーツ施設の整備及び管理運営に関すること。 

(５) 生涯スポーツ実態調査に関すること。 

(６) 課内の庶務に関すること。 

(７) 他の係に属さない事務に関すること。 

業務係 

(１) 各種主催大会の企画及び開催に関すること。 

(２) 生涯スポーツの推進に関すること。 

(３) 競技スポーツの推進に関すること。 

(４) スポーツ関係団体に関すること。 

 

⚫ 中央公民館 

公民館係 

(１) 地区公民館相互の連絡調整に関すること。 

(２) 公民館の整備に関すること。 

(３) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

(４)  市全域にわたる各種学級、講座、講習会、展示会等に関すること。 

(５) 各種団体及びグループの育成並びに援助に関すること。 

(６) 学習その他社会教育活動に係る相談業務に関すること。 

(７) 県等関係機関、団体等との連絡及び提携に関すること。 

(８) 地域学習圏会議連絡協議会に関すること。 

(９) 視聴覚ライブラリーに関すること。 

(１０) 今市文化会館に関すること。 

(１１) 勤労青少年ホームに関すること。 

(１２) その他地区公民館に属さない事業に関すること。 

(１３) 中央公民館の庶務に関すること。 

 

今市公民館・落合公民館・豊岡公民館・大沢公民館・小林公民館・日光公民館・清滝公民館・小

来川公民館・中宮祠公民館・藤原公民館・三依公民館・足尾公民館・栗山公民館・湯西川公民館 

(１) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。 

(２) 家庭教育に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(３) 青少年の教育に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(４) 社会教育関係及び青少年関係団体に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・

栗山公民館に限る。） 

(５) 少年指導センターに関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に

限る。） 

(６) 文化芸術に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 
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(７) 文化団体に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(８) 生涯スポーツの振興に関すること。 

(９) 生涯スポーツ施設の管理運営に関すること。（日光公民館・清滝公民館・藤原公民館・足

尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(１０)  スポーツ関係団体に関すること。（今市公民館・落合公民館・豊岡公民館・大沢公民館・

小林公民館・日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(１１) 公民館の維持管理に関すること。 

(１２) 図書、記録及び資料の整備並びにその利用に関すること。（日光公民館・藤原公民館を

除く。） 

(１３) 自治公民館の援助に関すること。（清滝公民館・小来川公民館・中宮祠公民館・三依公

民館・湯西川公民館を除く。） 

(１４) 各種学級、講座、講習会、展示会等に関すること。 

(１５) 各種団体及びグループの育成及び援助に関すること。（清滝公民館・小来川公民館・中

宮祠公民館・三依公民館・湯西川公民館は除く。） 

(１６) 社会教育活動に係る相談に関すること。（清滝公民館・小来川公民館・中宮祠公民館・

三依公民館・湯西川公民館は除く。） 

(１７) 関係機関、団体等との連絡及び提携に関すること。（清滝公民館・小来川公民館・中宮

祠公民館・三依公民館・湯西川公民館は除く。） 

(１８) 藤原総合文化会館に関すること（藤原公民館に限る。） 

(１９) その他当該地域内の公民館活動に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・

栗山公民館に限る。） 

(２０) その他当該地区の公民館活動に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・

栗山公民館を除く。） 

(２１) 公民館の庶務に関すること。 
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(4) 組織図（令和５年４月１日～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足尾向原テニスコート

足尾市民センター

栗 山 公 民 館 公民館係

湯西川公民館

栗山運動場

西川運動場（指定管理）

藤原運動公園

藤原運動場

下原運動場

足 尾 公 民 館 公民館係

足尾中央グラウンド

日光体育館（指定管理）

清滝体育館

藤 原 公 民 館 公民館係

三依公民館

藤原総合文化会館

清滝公民館

小来川公民館

中宮祠公民館

日光運動公園（指定管理）

霧降スケートセンター（指定管理）

細尾ドームリンク（指定管理）

今市公民館

落合公民館

豊岡公民館

大沢公民館

小林公民館

日 光 公 民 館 公民館係

競技運営係

中 央 公 民 館 公民館係

今市文化会館（指定管理）

勤労青少年ホーム

国 体 推 進 課 総務企画係
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２ 教育委員会の活動状況  

(1) 教育委員会の運営及び開催状況（令和４年１月～令和４年１２月） 

  教育委員会会議については、毎月１回「定例会」、また、必要に応じて「臨時会」

を開催しています。 

  平成２６年第１回からの教育委員会会議の概要について、日光市公式ホームペー

ジに掲載しています。 

 【令和４年教育委員会会議の開催状況】 

  定例会・・・・・１２回  

  臨時会・・・・・ ０回 

   

      ・議案 ４４件 

・報告 ３１件  

 

(2) 教育委員会会議 審議案件（議案） 

会

議 

件

数 
件       名 報告年月日 

1 

1 日光市奨学金の貸付者について 

令和 4年 1月 31日 
2 

日光市教育委員会公印規程の一部を改正する規程の制

定について 

2 

3 日光市立小中学校教職員定期異動内申について 

令和 4年 2月 25日 
4 日光市奨学金の貸付者について 

5 
令和 3年度（令和 2年度事業対象）日光市教育委員会事

務点検・評価報告書について 

3 

6 日光市奨学金の貸付者について 

令和 4年 3月 31日 

7 
日光市教育委員会事務局組織等規則の一部を改正する

規則の制定について 

8 
日光市立小中学校管理規則の一部を改正する規則の制

定について 

9 
日光市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一

部を改正する規則の制定について 

10 
日光市家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱の

制定について 

11 
個人演説会等開催のための施設の整備の程度及び公職

の候補者等が納付すべき費用額について 

12 
令和 4年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に

ついて 

13 
日光市教育委員会表彰規則及び日光市少年指導センタ

ー条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 



９ 

14 日光市文化財保護審議会委員の委嘱について 

15 日光市文化財専門調査委員会委員の委嘱について 

16 日光市スポーツ推進委員の委嘱について 

4 17 日光市奨学金の貸付者について 令和 4年 4月 21日 

5 

18 日光市奨学金の貸付者について 

令和 4年 5月 13日 
19 

日光市立小中学校施設の開放に関する規則の一部を改

正する規則の制定について 

6 

20 日光市奨学金の貸付者について 

令和 4年 6月 23日 

21 日光市教育支援委員会委員の委嘱について 

22 日光市社会教育委員の委嘱について 

23 
日光市社会教育地域改善対策集会所運営委員会委員の

委嘱について 

24 日光市少年指導運営協議会委員の委嘱について 

25 
日光市足尾銅山の世界遺産登録推進検討委員会委員の

委嘱について 

26 
日光市立小中学校施設の開放に関する規則の一部を改

正する規則の制定について  

27 
日光市勤労青少年ホーム運営委員会委員の委嘱につい

て 

7 

28 日光市奨学金の貸付者について 

令和 4年 7月 22日 

29 
日光小学校・清滝小学校・安良沢小学校の統廃合につい

て 

30 
令和５年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採

択について 

31 
日光市不登校適応指導教室管理及び運営に関する規則

を廃止する規則の制定について 

32 日光市指定有形文化財の指定解除について 

33 日光市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

34 日光市文化会館運営審議会委員の委嘱について 

8 35 日光市奨学金の貸付者について 令和 4年 8月 25日 

9 

36 令和４年度日光市教育委員会表彰について 

令和 4年 9月 28日 
37 日光市立図書館協議会委員の任命について 

38 
日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会委員の任

命について 

10 39 令和 4年度日光市教育委員会表彰について 令和 4年 10月 28日 

11 

40 日光市奨学金の貸付者について 

令和 4年 11月 24日 
41 教育財産の用途廃止について 

42 
日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方

（改定）の策定について 

12 43 日光市奨学金の貸付者について 令和 4年 12月 22日 
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44 
令和４年度（令和３年度事業対象）日光市教育委員会事

務点検・評価報告書について 

 

(3) 教育委員会会議 報告案件 

会

議 

件

数 
件       名 報告年月 

1 1 日光市今市文化会館の指定管理者の指定について 令和 4年 1月 31日 

2 

2 教育委員会予定表について 

令和 4年 2月 25日 

3 令和 4年度学校教育の重点推進項目等について 

4 
第 2期日光市生涯学習推進計画後期基本計画（原案）に

係るパブリックコメント等の結果について 

5 第 4期日光市読書活動推進計画（原案）について 

6 令和 4年度日光市学校運営協議会実施要項について 

7 
令和 4年度日光市地域学校協働活動推進事業実施要項に

ついて 

8 
日光市スポーツ推進計画改訂版（原案）に係るパブリッ

クコメントの結果について 

3 

9 日光市立学校設置条例の一部改正について 

令和 4年 3月 31日 

10 日光市スクールバス運行条例の一部改正について 

11 日光市奨学金貸付条例の一部改正について 

12 第 3次日光市学校教育基本計画の一部見直しについて 

13 
日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正について 

14 
日光市高畑運動広場条例の停止に関する条例の制定につ

いて 

15 令和 4(2022)年度日光市歳出予算について 

16 教育委員会事務局人事異動について 

4 

17 令和 4(2022)年度日光市歳出予算について 

令和 4年 4月 21日 
18 

令和 4年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱の

書面議決の結果について 

6 
19 令和５年はたちの集いについて 

令和 4年 6月 23日 
20 日光市立小中学校適正配置検討会の検討結果について 

7 

21 令和４年度県への要望活動について 

令和 4年 7月 22日 22 令和４年度とちぎっ子学習状況調査の結果について 

23 令和３年度通学路安全点検状況について 

8 
24 令和５年度奨学生の募集について 

令和 4年 8月 25日 
25 令和４年度全国学力・学習状況調査の結果について 

9 
26 

「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え

方」改定骨子について 令和 4年 9月 28日 

27 令和 5年日光市はたちの集いについて 
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28 日光市民文化祭について 

29 読書通帳の作成について 

10 
30 学校医の一部変更について 

令和 4年 10月 28日 
31 学校運営協議会制度導入に向けた進捗状況について 

 

 

３ 令和５年度(令和４年度事業)教育委員会事務事業外部点検・評価 

【外部点検・評価の方法】 

 教育委員会が自己点検・評価した事業の中から５事業を選出し、外部点検・評価委員

がヒアリングを行い点検・評価します。 

 

【外部点検・評価委員名簿】 

№ 氏   名 備   考 

１ 諏 訪 文 敏 元東中学校校長、元足尾町教育長 

２ 齋 藤 智 明 日光市スポーツ協会会長 

３ 柳 原 一 興 日光市社会教育委員長 

 

【ヒアリングの概要】 

 ・実 施 日 令和５年１０月２０日（金） 

 ・実施場所 日光市役所東庁舎２階小会議室 

 ・実施方法 外部点検・評価委員と担当課による一問一答 

 

【外部点検評価対象事業】 

① 小中学校適正配置事業（学校教育課） 

② 生涯学習推進事業（読書活動推進事業）（生涯学習課） 

③ 文化財保護調査事業（文化財課） 

④ 団体と連携したスポーツ教室等開催事業 

（日光杯全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会） （スポーツ振興課） 

⑤ 各種教室・講座開催事業（公民館教室（シルバーセミナー））（中央公民館） 
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令和５年度（令和４年度実施事業）日光市教育委員会事務外部点検評価 ① 

 

事業名 小中学校適正配置事業 

担当課 学校教育課 

事業の内容 
子ども達により良い教育環境の提供ができるよう、「適正配置に向け

た基本的な考え方」に基づき小中学校の適正配置に取り組む。 

 

１ 事業の実施状況  

 ・令和４年７月２２日 令和６年４月に清滝小学校・安良沢小学校を日光小学校へ 

統合する統合議案を教育委員会会議へ提出 

   ・令和５年１月２６日 令和７年４月に日光中学校・東中学校を統合する統合議案

を教育委員会会議へ提出  

・令和５年３月３１日 栗山小学校を鬼怒川小学校へ統合 

            栗山中学校を藤原中学校へ統合 

 

２ 令和４年度決算額  

委託料 

 旧小百小学校校庭維持管理業務委託       １３８，６００円 

 旧野口小学校校庭維持管理業務委託        ８８，０００円 

 旧足尾中学校校庭維持管理業務委託       ２９４，８００円 

  栗山小中学校適正配置に伴うＨＰ編集業務委託  １９８，０００円 

補助金 

 栗山小中学校閉校記念事業実行委員会補助金 １，９３８，８２８円 

 

３ 施策内容の自己評価  

 令和４年１１月に「適正配置に向けた基本的な考え方」を改定し、市内小中

学校の適正配置に取り組んでいる。令和４年度には栗山小中学校の適正配置を

実施し、更に清滝小学校・安良沢小学校を令和６年４月に日光小学校へ統合す

る方針や、日光中学校・東中学校を令和７年４月に統合する方針を定めた。 

日光市の学校規模の現状としては、令和５年度現在で、上記学校の他にも適

正配置の検討基準に該当する過小規模校が８校、小規模校が１８校存在してい

る状況である（表１参照）。 

 児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ、切磋琢磨することを通じて思考力

や表現力、判断力、問題解決能力等を育み、社会性や規範意識を身に付けてい

けるよう、一定の規模の児童生徒集団が確保するため、今後も基本的な考え方

に基づき適正配置事業を進めることが適当であると考える。 
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４ 評価委員の評価・意見・提言 

評価 

現行のまま継続：３人 

民間に移管すべき： 人 

廃 止 す べ き： 人 

 

・この事業は児童生徒のよりよい成長を考えると、一抹の寂しさは禁じ得ない

が、妥当性があると考える。 

・統廃合後、児童生徒指導の充実を期待したい。児童生徒へのカウンセリング

のみならず、保護者からの相談にも市教委が積極的に耳を傾けてほしい。 

・廃校となった学校の校庭管理は、今後も維持してほしい。校舎の有効活用に

ついても引き続き検討してほしい。 

・以前に「学校の廃校は、地域の文化の中心が無くなることに匹敵する」と述

べたが、小中学校の適正配置に基づき廃校される学校の歴史・文化を顕彰し

てほしい。余裕教室等を利用し、廃校となった学校の校歌・表彰状・卒業記

念文集や写真集・記念品・校長写真等が目に触れるように、顕彰してほしい。 

・学校の統廃合に関する事務については教職員のみでは負担が多いと思われる

ため、地域の方々・ＰＴＡ・歴代のＰＴＡ会長・学識経験者・市教委事務局

等の協力を得て組織をつくり、進めてほしい。 

・この事業は子ども達の教育環境の整備にとどまらず、地域づくりにも繋がる

非常に重要な課題だと考える。人口減少と広大な市域を有する日光市におい

ては、その取り組みは特に難しいものと理解している。実施にあたっては、

まず子ども達の立場 （子ども達の将来）を第一に、保護者や地域の意見を尊

重し、さらに合理性も求めて進めていかなくてはならない。大変難しいこと

だが、先送りできる課題ではないので様々な角度から検討し、迅速に進めて

いただきたい。 

・統合は現況からすれば止むを得ないとほぼ了承されているが、一番心配なの

はスクールバスの配備である。定期バスとの調整も含め、安全と細やかな心

配りを望む。 

・東中学校と日光中学校の統合では現東中学校の校舎を使用との回答であった

が、この場所は土砂災害警戒区域であり、昨今の異常気象が多発している状

況を鑑みると、少なからず移転候補地は見つけておくことが望ましい。想定

外を無くすよう検討していくべき。 

 

５ 意見・提言を受けての今後の方策 

 小中学校の適正配置は、子ども達が一定の集団規模の中で協力し合い、切磋

琢磨することにより一人ひとりの資質や能力を伸ばしていけるよう、今後も基

本的な考え方に基づいて事業を進めていく必要があると捉えている。 

適正配置の推進にあたっては、子ども達や保護者だけでなく、地域の方々の

意見も引き続き聴収し、協力と理解を得ながら進めてまいりたい。また、通学

手段等外部組織との協議が必要なものに関しては、子ども達がより円滑に適正

配置後の学校生活を過ごせるよう、配慮しながら必要に応じた調整をしていく。 
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 今後も児童生徒数の推移に限らず、校舎の防災上の観点も見越した長期的な

視点で適正配置を計画し、廃校となった学校の歴史や文化が後世にも引き継が

れていくよう、様々な視点から検討し、適正配置を進めていく。 

 

 

 

【表１】 日光市立小中学校の学校規模一覧（令和５年５月１日現在） 

 

 

区分 学級数 学校名 

小学校 

（全２２校） 

１～５学級（過小規模校） 

落合西小学校(5) 

轟小学校(4) 

清滝小学校(3) 

中宮祠小学校(3) 

小来川小学校(3) 

安良沢小学校(4) 

三依小学校(2) 

湯西川小学校(1) 

足尾小学校(3) 

 （計９校） 

６～１１学級（小規模校） 

今市小学校(11) 

今市第二小学校(11) 

落合東小学校(6) 

大桑小学校(6) 

大沢小学校(6) 

猪倉小学校(6) 

小林小学校(6) 

日光小学校(9) 

鬼怒川小学校(6) 

下原小学校(6) 

（計 10校） 

１２～１８学級（適正規模校） 
今市第三小学校(18) 

南原小学校(13) 

大室小学校(12)  

（計 3校） 

１９学級以上（大規模校） 該当校なし 

中学校 

（全１４校） 

１～２学級（過小規模校） 
三依中学校(2)  

（計１校） 

３～１１学級（小規模校） 

東原中学校(6) 

落合中学校(5) 

豊岡中学校(6) 

小林中学校(3) 

日光中学校(3) 

中宮祠中学校(2) 

東中学校(6) 

小来川中学校(3) 

藤原中学校(5) 

湯西川中学校(3) 

足尾中学校(3)  

（計１１校） 

１２～１８学級（適正規模校） 
今市中学校(16) 

 

大沢中学校(12)  

（計２校） 

１９学級以上（大規模校） 該当校なし 

※学級数には、特別支援学級は含まない。 

※学校名の後に示す（ ）は、普通学級の数。 

（参考）学校教育法施行規則第４１条、第７９条 

    義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第４条   
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令和５年度（令和４年度実施事業）日光市教育委員会事務外部点検評価 ② 

 

事業名 生涯学習推進事業（読書活動推進事業） 

担当課 生涯学習課 

事業の内容 

読書を通じて成長し、豊かな人生を実現することを目的に実施して

いる事業。令和４年度は、子どもの読書に親しむ習慣づくりを目的

として、小学生以下を対象に銀行の通帳を模した「読書通帳」を作

成・配布し、子どもの読書活動の推進を図る。 

 

１ 事業の実施状況  

   ９月 読書通帳５５０冊作成 

  １０月 読書通帳配布 

  １１月 小学生へ読書についてのアンケート実施 

   ２月 読書通帳１，０００冊追加作成 

   ３月 読書通帳配布数 ４６５冊 

 

２ 令和４年度決算額  

 〇読書通帳印刷製本費    ２７０，４９０円 

 〇達成スタンプ（消耗品費）   ９，９００円 

 

３ 施策内容の自己評価  

 読書通帳は、読んだ本のタイトルと著者、感想が６０冊分記載することがで

き、６０冊に達すると通帳の最後のページにある表彰状に図書館で証明（表彰）

のスタンプがもらえる。さらに、３・５・１０冊目を終了した子ども達には市

教育委員会から表彰することとしている。 

預金通帳の金額が増えていくワクワク感と同じように、読んだ本をこの通帳

で確認することにより、子ども達の読書意欲が高まり、同時に図書館へ足を運

ぶ機会の増加を期待したとおり、令和４年度は３年度に比べ児童書の貸出数が

４％以上伸びている。また、読書通帳を３冊終了した小学生・幼稚園児が４名

報告されている。 

このことから、今後も引き続き事業を進めることが適当である。 

 

４ 評価委員の評価・意見・提言 

評価 

現行のまま継続：３人 

民間に移管すべき： 人 

廃 止 す べ き： 人 

 

・読書通帳の作成・活用はとても有効な事業であると思う。今後も継続実施してほ

しい。 
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・中高生・一般にも対象が拡大する予定とのことで、今後益々の充実を期待した

い。 

・読書に親しむには、本が身近にあることが重要な要素である。図書館のみなら

ず、学校図書館や児童生徒の発達に応じて学級文庫の充実も期待したい。寄附蔵

書や活用できる廃棄図書等を活用し、可能な限り支援してほしい。 

・読書離れや活宇離れが指摘される中で、子ども達の読書に親しむきっかけづく

りは大切なものと思う。今後とも様々な角度から工夫し、事業を実施してほし

い。 

・読書通帳を希望者に配布し表彰するというシステムは、子ども達にとってステ

ータスになるものと思う。更には１１月１日の「本の日」からは一般も含めた

中学生以上にも対象を広げて通帳を配布し、読書を進めていくとのことで、読

書熱が高まることが期待される。 

・日本人の本（紙）離れが囁かれているが、新図書を購入し、市民の教養を高め

ることを願う。 

・日光図書館と壬生町図書館が日光に関するものを展示し、交流するとの新聞報

道があったが、地元に無い資料を他館と交流することにより興味を持たせるこ

とは、図書館に足を運ばせる絶好の機会だと思う。 

 

５ 意見・提言を受けての今後の方策 

読書活動推進事業として取り組んでいる「読書通帳」の配布については、読

書離れ、活字離れが指摘される中、読書に親しむ習慣づくりにつながるものと

捉えている。 

令和５年度からは子ども達だけではなく、大人の方々にも読書に親しんでい

ただけるよう、中学生以上の方々を対象とした「読書通帳」を作成し、利用対

象者を拡充した。今後も多くの方々に「読書通帳」を利用していただけるよう

周知啓発に努め、市民の読書習慣の定着につなげていく。 

また、学級文庫の充実につながるよう、移動図書館等を活用した図書館図書

の利用促進を図るとともに、学校への図書館図書リサイクルの有効活用の周知

啓発に努めていく。 

なお、工夫をした事業展開や他館との交流については、時流に応じた取り組

みや連携が図れるよう、情報収集に努めていく。 
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令和５年度（令和４年度実施事業）日光市教育委員会事務外部点検評価 ③ 

 

事業名 文化財保護調査事業 

担当課 文化財課 

事業の内容 

日光市文化財保護審議会委員、日光市文化財専門調査委員会委員等

と連携・協力し、市内文化財の調査を継続的に実施することにより、

各地域の文化財の保存・有効活用を実施する。 

 

１ 事業の実施状況  

 〇文化財保護審議会（委員数１０名）の開催 

  ①６月２０日 １０名出席 

   【内容】・市指定文化財の指定解除について（有形文化財：彫刻） 

       ・令和 4年度の事業内容について（文化財課 1係 1室 1館） 

       ・市指定文化財の損壊について（有形文化財：建造物） 

  ②３月９日   ８名出席 

   【内容】・令和 4年度の事業報告について（文化財課 1係 1室 1館） 

       ・令和 5年度の事業予定について（文化財課 1係 1室 1館） 

       ・令和 5年度の組織改編について 

 〇各地区文化財専門調査委員会の開催 

  ①日光地区：７月１３日 １０名出席（委員数１０名） 

   【内容】・文化財保護審議会の会議結果について 

       ・黒川神社本殿（小来川）について 

       ・日光地区の文化財について 

  ②足尾地区：７月１３日  ２名出席（委員数３名） 

   【内容】・文化財保護審議会の会議結果について 

       ・足尾地区の文化財について 

  ③今市地区：７月２０日  ５名出席（委員数６名） 

   【内容】・文化財保護審議会の会議結果について 

       ・今市地区の文化財について 

  ④藤原地区：７月２６日  ４名出席（委員数４名） 

   【内容】・文化財保護審議会の会議結果について 

       ・藤原地区の文化財について 

  ⑤栗山地区：７月２６日  ５名出席（委員数８名） 

   【内容】・文化財保護審議会の会議結果について 

       ・栗山地区の文化財について 

 〇市指定等文化財調査 

  ①４月２０日 市内城跡調査 ２名 

    市内に残る城館跡を遺構の所在や現況、構造、範囲等を把握し、埋蔵文化

財の保護と開発事業等の円滑な調整を図る基礎資料を整備するため、歴
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史民俗資料館と共同で調査を実施。そのうち、今市地域の城館跡 1 箇所

の現地調査分で、城跡研究家、文化財専門調査員に調査を依頼し実施した

もの。 

  ②１２月８日、３月１４日 市指定候補文化財調査 延べ１０名 

市の重要文化財指定の適否に関する宮小来川の黒川神社本殿(建造物)

及び懸仏（彫刻）について、学識経験者、文化財専門調査員に調査を依

頼し現地調査及び指定に向けての調書作成のための見解の確認等を行

ったもの。 

 

２ 令和４年度決算額  

〇文化財保護審議会・各地区文化財専門調査委員報酬 ３０１，０００円 

〇市指定等文化財調査謝金              ８４，０００円 

〇市指定天然記念物賠償責任保険料         １９１，４５０円 

〇事務費                      １９，４８７円 

 合 計                     ５９５，９４７円 

 

３ 施策内容の自己評価  

  文化財保護係（現：文化財係）では、市内に数多く点在する文化財の保護と

活用を図るため市指定文化財の他、未指定の文化財等の調査を行っている。 

文化財保護審議会では、学識経験者を中心に市の重要文化財への指定の適否

及び市指定文化財の解除について調査審議いただくほか、文化財課より各事業

や取組の説明及び報告し、文化財の保護と活用について意見等をいただいてい

る。 

 各地区文化財専門調査委員会では、各地区の歴史文化に詳しい人材を委員と

して、各地区の文化財の状況、新たな文化財の掘り起こし、市の指定文化財候

補の情報提供並びに指定に向けた調査等を行っている。 

 令和４年度においては、日光地区の文化財の市指定に向けた調査を行い、審

議会と専門調査委員会で連携した調書の作成につながった。 

 また、市内の文化財等の調査については、歴史民俗資料館との共同で専門家

の知見を活かしながら今市地区をはじめとする城館跡の調査研究を進めるこ

とで、埋蔵文化財を保護し、地域の歴史文化資源の散逸を防ぐために保存と活

用につなげる役割を果たせた。こうした地道な調査研究は、今後も継続的な取

り組みが必要である。 

 

４ 評価委員の評価・意見・提言  

評価 

現行のまま継続：３人 

民間に移管すべき： 人 

廃 止 す べ き： 人 

 

・文化財については有形・無形・民族・史跡・記念物等多くあり、調査すべき

項目も多々あると思われるが、学校の適正配置に伴い廃校になる小中学校の
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歴史・文化にも調査対象を広げ、それらの学校の顕彰に専門的知見で協力し

てほしい。 

・文化財調査員の専門性をより高めるため、研修の機会を充実してほしい。 

・文化財の調査研究は非常に地道なことだが、後世に向けて重要なものである

と捉えている。今後も継続して実施するとともに、市民へのＰＲや成果品等

の利活用にも努めていただきたい。 

・広い日光市域の文化財や、文化財になりうる古文書・建造物・石仏・石塔・

有形無形民俗資料等を調査研究するには、現状の職員では不足であり、歴史

民俗資料館職員の手助けを借りるとしても、世界遺産・史跡・名勝などを多

く抱える日光市としては無理難題が多すぎると思う。 

・将来的にはサポーターを検討しているとの回答であったが、文化財専門調査

委員の方々任せもあると思うが、文化財の理解・保存について助力になると

思う。 

 

５ 意見・提言を受けての今後の方策 

ご意見・ご提言いただいた内容については、事業化の可能性について、調査・

研究に取り組んでまいりたい。この調査・研究の中で、より効果的な事業の実

施が可能であれば、具体的事業化を図っていきたいと考えているが、いずれの

ご意見・ご提言に共通する課題として、当市の文化財に関するＰＲ・情報発信

不足が原因と考えられることから、まずはこれまでの周知・啓発に向けた取組

みに加え、新たにデジタル技術の活用等も踏まえ、市民等に向けてより積極的

に情報の発信や文化財の活用ができるような事業の実現に取組んでまいりた

いと考えている。 

また、体制強化に向けては、文化財の専門的な職員の育成には相当の時間

と経験が必要であり、単に職員増では解決されない課題ではあるが、当市の

将来的な文化財行政のあるべき姿を見据えて、人事部署との協議を継続して

いく。 

なお、学校統合に伴う廃校の歴史・文化の顕彰に向けては、学校教育課と

情報を共有しながら、当課の知見を活用できるような学校の歴史・文化に関

することについては協力していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０ 

令和５年度（令和４年度実施事業）日光市教育委員会事務外部点検評価 ④ 

 

事業名 
団体と連携したスポーツ教室等開催事業（日光杯全日本女子中学・

高校生アイスホッケー大会） 

担当課 スポーツ振興課 

事業の内容 
中学・高校生女子をカテゴリーとしたアイスホッケーの全国大会を、

日光市を会場として開催。 

 

１ 事業の実施状況 

名 称：ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

    第１７回日光杯全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会 

主 催：日光市・日光市教育委員会・（公財）日本アイスホッケー連盟 

主 管：全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会実行委員会 

    （事務局：スポーツ振興課） 

期 日：令和４年１１月１９日、２０日（２日間） 

会 場：日光霧降アイスアリーナ、日光市細尾ドームリンク 

参 加：１３チーム（新型コロナウイルス感染症の影響で３チームが棄権） 

その他：新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度（第１５回大会）、 

令和３年度（第１６回大会）は中止となり３年ぶりの開催。コロナ禍   

での開催とのこともあり、臨時交付金を活用し、女子アイスホッケー

アニメ「プラオレ！」声優の出演によるイベントを開催したほか、大

会参加者、競技役員等用に抗原検査キットを購入した。 

 

２ 令和４年度決算額 

補助金：２，００８，２１０円 

（内訳）大会開催事業費補助金          ：１，０００，０００円 

    イベント開催事業費補助金        ：  ４３６，２１０円 

    新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金： ５７２，０００円 

＊「イベント開催補助金」及び「新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助

金」については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活

用。 

 

３ 施策内容の自己評価  

 当該大会は、実行委員会に補助金を交付する形で開催され、国内唯一の女子

中学・高校生カテゴリーのアイスホッケー全国大会である。 

 平成３０年度の第１３回大会まで（一財）地域活性化センターのスポーツ拠

点づくり関連の助成を受けており、最終年度の翌年度から起算して５年間は

事業継続の義務があり、令和５年度の第１８回大会で義務期間は終了となる。 

 第１４回大会以降（第１５・１６回大会は、コロナ禍により中止）は、市補

助金と自主財源（参加料、協賛金、繰越予算など。）、及び一部の交付金による
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開催で、内容を簡素化するなどして工夫はしているが、市補助金に頼る開催と

なっている。 

 今後、補助金適正化の観点からも、市補助金の縮小や廃止を検討すべき事業

として想定されることから、自主財源の確保をはじめとした、開催内容の更な

る工夫が必要となってくる。 

 なお、当該大会は、当市の特色あるスポーツのひとつであるアイスホッケー

競技の普及と女子選手の育成に寄与しており、継続を求める声もあるが、その

一方で、競技別の各種大会や選手の育成・強化は、本来、その競技団体が担う

べきものであり、今までどおり市が主催する大会としての開催方法には課題

がある。 

 

４ 評価委員の評価・意見・提言 

評価 

現行のまま継続： 人 

民間に移管すべき：１人 

廃 止 す べ き：２人 

 

・令和５年度の事業継続の後は、継続、廃止を含め見直しが必要であると思う。

事業には財源の確保が重要であり、一自治体が過大に負うべきものではない。 

・女子アイスホッケー競技の定着には競技人口や団体の規模を含めて課題はあ

ると思われるが、支援していくことには意義がある。日光市のみならず、 競

技団体・県の組織等に働きかける必要がある。 

・補助金の不公平感に対する市民への対応を考慮してほしい。 

・特定の競技種目に対し市の補助金を交付して事業を実施することは、他の競

技種目 （競技団体）の活動と比較すると非常に不公平であり、市民の理解を

得るのは難しいと思う。したがって、実施するのであれば事業費の確保も含

め、その競技団体の主体的な取り組みに移行すべきである。 

・国内唯一の女子中高生のアイスホッケー全国大会であるので、冬季スポーツ

のメッカ日光としては継続させてあげたいが、他競技との予算がアンバラン

スであるとの説明があり、（一財）地域活性化センターのスポーツ拠点づくり

関連助成の事業継続義務機関が今年度で終了となることから、補助金の適正

化を鑑み、連盟が自主財源を確保する努力を願いたい。 

・補助金をカットしても、何らかの形で応援することは必要と思われる。 

 

５ 意見・提言を受けての今後の方策 

当該大会については、他の競技種目との公平性や、補助金の適正化などを踏

まえたうえで、市の係わり方を検討するとともに主催を移管しての継続開催

の可能性や、自主財源の確保への働きかけなど、競技団体や関係団体と協議を

行っていく。 
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令和５年度（令和４年度実施事業）日光市教育委員会事務外部点検評価 ⑤ 

 

事業名 各種教室・講座開催事業（公民館教室（シルバーセミナー）） 

担当課 中央公民館（足尾公民館） 

事業の内容 

活力に満ちた生きがいのある生活を送れるよう、趣味や教養･健康

等について学習するとともに、次代を担う子ども達との交流を通

して地域力の向上に寄与する。 

 

１ 事業の実施状況  

 第１回目 ちぎり絵体験 

    和紙を使ったちぎり絵作品づくりを体験することで、その楽しさを知り、趣味

を広げることによる生きがいづくりにつなげる。 

   a.会 場：足尾公民館 

期 日：令和４年６月１日（水） 

参加者：１５人 

   第２回目 音楽鑑賞（ピアノコンサート） 

    ピアノや歌の美しい生演奏に触れてリフレッシュを図り、心の健康に役立て

る。 

a.会 場：足尾公民館 

期 日：令和４年９月２２日（木） 

参加者：１８人 

   第３回目 ニュースポーツ体験会（小学生との交流） 

    小学校児童とニュースポーツを一緒に楽しみながら体験することで、世代を

超えた交流を図り、地域づくりに寄与する。 

a.会 場：足尾市民センター 

期 日：令和４年１０月１２日（水） 

参加者：１１人 

   第４回目 ふれあい交流事業 

    地域の高齢者が足尾小中学校文化祭を見学に行くことで世代間交流を図る。 

a.会 場：足尾小中学校体育館 

期 日：令和４年１０月２９日（土） 

参加者：２８人 

 

２ 令和４年度決算額  

 ピアノ講師への報償費 ２４０００円（３人分） 

   

３ 施策内容の自己評価  

当事業は、公民館教室の中で受講対象を高齢者として開催しているもので、

内容もものづくりによる趣味の開拓や世代間交流等幅広いものとなっている。 
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高齢者の中には、当事業を毎年楽しみにしている方々もいて、高齢者の生き

がいづくりや地域づくりにも貢献している事業であると考えている。 

 

４ 評価委員の評価・意見・提言  

評価 

現行のまま継続：３人 

民間に移管すべき： 人 

廃 止 す べ き： 人 

 

・公民館活動は、生涯学習の中で市民と接する重要な活動であると思う。ま

た、この活動は地域コミュニティの広がりも期待できる。今後も市民のニー

ズを提えながら、事業を充実させ、実践してほしい。 

・世代間交流事業の充実を期待したい。高齢者の知識や技能を生かし、花壇づ

くり・農業体験・林業体験・地域の風習の伝承・昔の遊び等で子ども達との

交流を図り、よりよい地域コミュニティづくりに寄与してほしい。 

・働きながらも学べる学習時間帯の設定も工夫してほしい。 

・公民館事業は、それぞれの地域の交流や地域づくりの原点であると思う。今

後とも地域住民のニーズに合ったメニューを工夫して、地域活性化のため

に継続してほしい。 

・足尾地域は、更生保護女性会が日頃から小中学校、高齢者に対し諸々の協力

等を行っているので、公民館事業には参加意欲を持っている。地域の方々へ

も聞き取り調査をし、事業を充実していってほしい。 

 

５ 意見・提言を受けての今後の方策 

公民館で実施している講座・教室については、受講者の生きがいづくり、地

域の繋がりづくりに直結しており、地域住民と職員との関係が密に築ける事

業であると考えている。 

特にシルバーセミナーに関しては、対象を高齢者としており、市内において

最も高齢化率の高い足尾地域では、高齢者の生きがいづくりや住民同士のつ

ながりづくりが地域コミュニティの維持には不可欠であり、当講座の重要性

を強く認識している。今後も他地域の公民館とも連携を図りながら、地域住民

のニーズにも対応した新しい講座メニューを積極的に取り入れることや幅広

い年代の方々が受講できるよう配慮し、受講者が達成感を得られ、また受講し

たいと思っていただける講座を実施していく。 
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４ 令和５年度(令和４年度事業)教育委員会事務事業自己点検・評価 

（１） 学校教育課 

事業名 事業の自己点検・評価 

中学校校舎等維持管理事業  
校舎の外壁改修及び屋根防水改修(1校)を実施した結果、教育環

境の質的向上を図ることができた。 

学校給食民間委託事業 
湯西川小中学校を藤原学校給食センターからの配送開始によ

り、学校給食運営の安定化と効率化を図ることができた。 

早期英語教育事業（新規） 

英語検定を助成することにより、英語検定の資格取得率を高め

ることができた。 

市内の幼稚園・保育園に学校指導助手（英語）を派遣して英語

活動を実施したり、就学前の子どもがいる家庭に英語絵本を配

布したりすることにより、英語への関心を高めることができ

た。 

総合学力調査 

市内小中学校の児童生徒（小 3～中 2）に学力調査を実施するこ

とができた。今後、その結果を踏まえて指導の改善を図る予定

である。 

学校教育支援事業 

市内小中学校に学校指導助手を配置することにより、個に応じ

た学習支援の充実を図ることができた。 

市内小中学校に学校支援員を配置することにより、学級担任や

事務職員の業務負担軽減を図ることができた。 

 

（２）生涯学習課 

事業名 内部点検・評価 

生涯学習推進事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場参集型の開催

ではなく、日光市公式 YouTubeチャンネルを利用し、動画配信

での活動発表を行った(R5.3.1～31）。また、各団体の活動等に

ついて、市役所 1階に展示(R5.3.1～31） し、外来者に発信し

た。コロナ禍にあっても新たな方法で市民の活動発表の場を提

供することができた。 

地域教育力活性化事業 

「学校を核とした地域づくり」を進めるため、学校運営及び当

該運営への必要な支援に関して協議する機関である学校運営協

議会を、市内 18校に試験的・先行導入を行い、令和 5年度から

の市内全小中学校設置に向け準備を進めた。 

また、学校長をはじめ学校教職員、公民館職員、地域コーディ

ネーターなど関係者向けの研修を行い、地域学校協働活動の重

要性を認識するとともに、その意欲の向上に努めた。 
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文化振興事業（邦楽スクール

コンサート事業・児童生徒文

化事業） 

新型コロナウイルスの勢いが納まり、小学校 20校・中学校 13

校とほとんどの学校で開催できた。伝統音楽の箏や尺八の演奏

を聴き、箏に触る体験は、子ども達にとって貴重な経験となっ

ており、学校からのアンケートでも高い評価を得ている。 

 

（３）文化財課 

事業名 内部点検・評価 

史跡足尾銅山跡等の活用事業 

産業遺産の保全及び普及啓発を図るとともに、新型コロナウイ

ルスの影響により前年度まで開催することができなかった本山

動力所跡の産業遺産見学会を実施し、30名（募集定員）の参加

者があった。募集開始後すぐに定員に達し、キャンセル待ちも

発生していることから普及啓発は行き届いており、当該年度に

おける史跡足尾銅山跡の活用を図るという所期の目的は達成し

ていると言える。今後も関係機関や地域住民等と協力し、更な

る保存活用を推進していく。 

歴史民俗資料館・二宮尊徳記

念館展示開催事業 

資料館では、令和 4年 10月 21日から令和 5年 3月 31日まで、

移動展「イジッコ―山村の手しごと―」を開催。資料館、栗山

行政センター、本庁舎の 3施設を巡回展示した。現在、栗山地

域で活動している地域おこし協力隊員が、イジッコづくりの技

術を継承し、公民館講座や SNS等で発信している。今回の展示

では、藤原地域・栗山地域の伝統工芸であるイジッコを協力隊

と共同し広く市民に知ってもらうことができた。記念館では、

令和 4年 11月 23日から 12月 18日まで、「今市報徳二宮神社

の宝物（お宝展）」と題し、尊徳翁が各地の復興事業の過程で

遺した自筆の書類や今市報徳役所で使用した品々など、貴重な

宝物を展示公開するテーマ展を開催。会期 22日間で 776人が来

館した。下野新聞・朝日新聞に展示内容の記事が掲載され、2回

実施したギャラリートーク（参加者 34名）も盛況であった。 

資料館・記念館では、今後も市内各地域の歴史や文化財の掘り

起こしを行ない、この成果を教育普及活動を通じて一般に公

開・活用し地域への愛着の醸成を図ると共に、市の内外に発信

し周知させることで地域の魅力向上につなげて行きたい。 

 

（４）スポーツ振興課 

事業名 内部点検・評価 

社会体育施設運営事業 

社会体育施設については、指定管理者と協議の上、適宜、修繕

等を行い、施設の維持に努めた。 

また、景観や生活環境を維持するため、枯松等樹木の伐採など

を行った。 
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 （５）中央公民館 

事業名 内部点検・評価 

杉並木大学校運営事業 

陶芸講座及び版画講座において、新たな講師を迎え、受講生を

募集したところ、36期生として新たに 36名の受講者が集まり、

35 期生（2年生）33名と合わせて計 69 名で講座に取り組んだ。 

コロナ禍の影響により、教養講座は 5 回開催するところ、2回の

みの実施となり、選択講座においても 8月に開催中止となった

ことから年 199回の実施となった。 

実施に当たっては、マスクの着用、検温、手指消毒及び室内換

気等を徹底し、1年を通して感染防止対策を図り、講座を実施す

ることができた。 

生涯学習推進事業（ひかりの

郷にっこう出前講座） 

新たに 3講座を追加し、合計 132講座にて出前講座を実施した

ところ、講座開催件数は前年度に比べ 24件（＋58.5％）増加し

た。実施にあたっては感染防止対策を図るため、3密とならない

よう講座開催方法等の工夫を依頼した。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


